
 

役員候補者選考規程  

 

第１章  総 則  

第１条  特定非営利活動法人日本オリンピック・アカデミー（以

下「ＪＯＡ」という）の役員候補者選考についての細則は

本規程による。  

 

第２章  役員候補者選考委員会  

第２条  ＪＯＡの次期役員候補者の選考にあたっては役員候補者

選考委員会を編成する。なお、役員候補者選考委員会は３

名以上７名以下を以って構成するものとし、委員は会長が

理事会の承認を以って、現役員と正会員の中から両者の数

のバランスを考慮して指名する。  

   ２．役員候補者選考委員会は、次期役員選任のための総会開

催予定日の遅くとも 5 ヶ月前までに編成されなければなら

ない。  

     なお、役員候補者選考委員会を編成する月日については

予め公示する。  

    ３．役員候補者選考委員会は、委員の互選により委員長を選

出し、委員長は委員会を総理する。  

第３条  役員候補者選考委員会は、通常総会または臨時総会にお

いて次期役員が選任されると同時に解散する。  



 

第３章  役員候補者の選出  

 第４条  理事及び監事候補者に立候補を望む正会員は、役員候補

者選考委員会編成後１ヵ月以内に正会員３名以上の推薦を

得、書面をもって役員候補者選考委員長に届け出なければ

ならない。  

 第５条  選考委員会は、第４条による届け出のある場合はそれを

考慮し、正会員の中から理事及び監事候補者若干名を選任

決定の総会または理事会開催の３ヶ月前までに選出し、理

事会に報告しなければならない。  

２．理事及び監事候補者として被選考資格を有する者は、次

の各号に該当しなければならない。  

     （１）ＪＯＡ正会員であること  

     （２）理事及び監事就任時において、満 80 歳未満である

こと  

第 6 条  本規程の改廃は、総会の議を経て行うことができる。  

 

 

付 則   

１．この規程は、制定の日（平成 20 年９月 12 日）から施行する。 
 


